
 

匝瑳市家庭的保育事業等の認可等に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」とい

う。）第３４条の１５第２項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅

訪問型保育事業及び事業所内保育事業（以下「家庭的保育事業等」という。）の

認可に関し必要な事項を定めるものとする。 

（審査の基準） 

第２条 家庭的保育事業等の認可の審査は、法第３４条の１５第３項及び匝瑳市

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年匝瑳

市条例第１９号）に定める基準により行うものとする。 

（事前協議） 

第３条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議を行

わなければならない。 

（認可申請） 

第４条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可

申請書（第１号様式）に、家庭的保育事業等実施計画書（第２号様式）その他

審査に必要な事項に関する書類として市長が必要と認める書類を添付して、市

長に提出しなければならない。 

（意見聴取） 

第５条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとする場合は、あらかじめ、

匝瑳市子ども・子育て会議において意見を聴取しなければならない。 

（認可の決定等） 

第６条 市長は、第４条の規定による申請が第２条の規定による基準に該当する

と認められる場合は、法第３４条の１５第２項の認可を決定するものとする。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、認可を決定しないことができ

る。 

（１） 当該申請に係る所在地を含む利用定員の総数（子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）第６１条第２項第１号に規定する教育・保育提

供区域における同法第２９条第３項第１号に規定する特定地域型保育事業所



 

の利用定員の総数をいう。次号において同じ。）が、必要利用定員総数（匝

瑳市子ども・子育て支援事業計画において定める必要利用定員総数をいう。

同号において同じ。）に既に達している場合 

 （２） 当該申請の認可事業の開始によって、利用定員の総数が必要利用定員

総数を超えることになると認められる場合 

 （３） その他市長が認める場合 

（認可の決定等の通知） 

第７条 市長は、前条に規定する認可の決定等の結果を、認可を決定した場合に

は、家庭的保育事業等認可通知書（第３号様式）により、不認可を決定した場

合には、家庭的保育事業等不認可通知書（第４号様式）によりそれぞれ申請者

に通知するものとする。 

（変更の届出） 

第８条 前条第１項の規定により家庭的保育事業等の認可を受けた者が、認可事

項を変更しようとするときは、家庭的保育事業等認可事項変更届（第５号様式）

により市長に届け出なければならない。 

（事業の休止又は廃止） 

第９条 第６条の規定により家庭的保育事業等の認可を受けた者が、当該家庭的

保育事業等を休止又は廃止しようとするときは、家庭的保育事業等休止・廃止

申請書（第６号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請に対し、地域の保育の実情を勘案し、承認又は

不承認を決定した場合は、家庭的保育事業等休止・廃止承認（不承認）通知書

（第７号様式）により申請者に通知するものとする。 

（立入調査） 

第１０条 市長は、家庭的保育事業等を行う者に対して、法第３４条の１７第１

項の規定により、立入調査を行うことができる。 

２ 前項の立入調査は、調査の期日その他必要な事項を家庭的保育事業等を行う

者にあらかじめ通知し行うものとする。ただし、緊急を要するときは、この限

りでない。 

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可に関し必要な



 

事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この告示は、公示の日から施行する。 

 

 



 

第１号様式（第４条関係） 

家庭的保育事業等認可申請書 

 

年  月  日 

 

匝瑳市長  宛て 

 

所 在 地 

申請者 名   称 

代表者氏名 

 

 

 児童福祉法第３４条の１５第２項及び匝瑳市家庭的保育事業等の認可等に関す

る要綱第４条の規定により、下記のとおり家庭的保育事業等の認可を受けたいの

で、家庭的保育事業等実施計画書その他関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１ 事業区分 

 

 □家庭的保育事業   □小規模保育事業（ □Ａ型  □Ｂ型  □Ｃ型 ） 

 

 □居宅訪問型保育事業 □事業所内保育事業（ □保育所型 □小規模型 ） 

 

 

２ 事業所名 

 

 

３ 事業所所在地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

４ 認可定員         人 

 

 

５ 事業開始予定日      年  月  日 

 

 



 

第２号様式（第４条関係） 

 

家庭的保育事業等実施計画書 

 

事 業 所 名  

事 業 者 名  

事業所所在地等 

住所 

電話 ＦＡＸ 

管 理 者 名  

開 所 日 数 等 

（ 年 間 ） 
    日 土曜日の開所 □有 □無 

開 所 時 間 等 

（１日当たり） 

開所時間 時  分 ～  時  分（   時間） 

保育時間 時  分 ～  時  分（   時間） 

実施する家庭的

保 育 事 業 等 

の 区 分 

（該当するものに

○をつけること。） 

実施事業 区  分 添付する付表 

 家庭的保育事業 

別紙１ 
 小規模保育事業（Ａ型） 

 小規模保育事業（Ｂ型） 

 小規模保育事業（Ｃ型） 

 居宅訪問型保育事業 別紙２ 

 事業所内保育事業（保育所型） 
別紙３ 

 事業所内保育事業（小規模型） 

事業開始予定日 年   月   日 

 



 

別紙１ 

家庭的保育事業・小規模保育事業の認可に係る記載事項 

 

１ 定員、施設の概要等 

認 可 定 員 
０歳児 １歳児 ２歳児 計 

人 人 人 人 

利 用 定 員 

（ 見 込 み ） 

０歳児 １歳児 ２歳児 計 

人 人 人 人 

職 員 数 
  人 

（うち管理者  人、保育士等  人、嘱託医  人、調理員  人、その他  人） 

建 物 及 び 

屋 外 遊 戯 場 

建物 

構造 造 階の 階部分（地上  階、地下  階） 

面積 
敷地面積  ㎡  延床面積  ㎡ 

事業所の専有延床面積 ㎡ 

所有 
敷地 □自己所有 □賃貸 

建物 □自己所有 □賃貸 

屋外遊戯場 面積   ㎡（うち自己所有地   ㎡） 

連 携 施 設 

施設名  

設置者名  

施設類型 □保育所 □幼稚園 □認定こども園 

所在地  

  
利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事

業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。 

連 携 内 容 

（該当するものに

○をつけること。） 

 
必要に応じて代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することが

できない場合に当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。）を提供すること。 

  

当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児を、当該保育の提供の終了に

際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れ

て教育又は保育を提供すること。 

 



 

２ 運営の概要 

延長保育の実施 

□有  □無 

（ 有 の 場

合） 
   時  分～   時  分（  時間） 

休日保育の実施 

□有  □無 

（ 有 の 場

合） 
   時  分～   時  分（  時間） 

食 事 の 提 供 

提供方法 
□自園調理 □搬入施設からの搬入 

□外部委託 □その他（         ） 

（保健衛生・栄養面への対応）※搬入施設からの搬入の場合のみ 

 

 

搬入施設名： 

搬入施設所在地： 

衛生・健康管理 

（事業所の衛生管理及び利用乳幼児等の健康管理） 

保護者への支援

等 

（保護者に対する子育て支援及び保護者との連携） 

秘 密 保 持 等 

（利用乳幼児、保護者及び職員の個人情報の取扱い） 

苦 情 へ の 対 応 

（苦情を解決するための措置） 

運 営 状 況 等 の 

評 価 及 び 公 表 

（運営状況等の評価方法及びその公表方法） 

 



 

第５号様式（第８条関係） 

家庭的保育事業等認可事項変更届 

 

年  月  日 

 

匝瑳市長  あて 

 

所 在 地 

届出者 名   称 

代表者氏名 

 

 

     年  月  日付けで認可を受けた下記の事業について、認可事項の

変更をしたいため、匝瑳市家庭的保育事業等の認可等に関する要綱第８条の規定

により関係書類を添えて届け出ます。 

 

記 

 

１ 事業所名 

 

 

 

２ 事業所所在地 

 

 

 

３ 変更事項 

 

変更をしようとする事項 

（変更予定日      年  月  日） 

（児童福祉法施行規則第３６条の３６第１項に規定される事項を記載） 

 

 



 

第６号様式（第９条関係） 

家庭的保育事業等休止・廃止申請書 

 

年  月  日 

 

匝瑳市長  あて 

 

所 在 地 

申請者 名   称 

代表者氏名 

 

 

 下記の事業について、休止・廃止をしたいため、匝瑳市家庭的保育事業等の認

可等に関する要綱第９条第１項の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１ 事業区分 

 

 □家庭的保育事業   □小規模保育事業（ □Ａ型  □Ｂ型  □Ｃ型 ） 

 

 □居宅訪問型保育事業 □事業所内保育事業（ □保育所型 □小規模型 ） 

 

 

２ 事業所名 

 

 

３ 休止予定期間又は廃止予定日      年  月  日 

 

 

４ 休止又は廃止する理由



 

 


